
第２回 羽島市幼保小連携推進協議会

令和５年３月６日（月）
羽島市教育委員会 学校教育課

資料１



議題２ 小学校区の連携について ※義務教育学校前期を含む

（１）連携の目的
（２）連携の時期
（3）連携内容

議題１ 令和５年度以降の取組みについて
（１）各年度における取組みの重点
（２）取組みの具体

議題３ 幼保小連携に関わる各小学校・園への調査について
（１）調査の目的・方法
（２）アンケート調査
（３）実態調査

議題



議題１ 令和５年度以降の取組みについて

令和５年度
各小学校区において、お互いの教育・保育について理
解し、段階的に連携を深めていく。
令和６年度
モデル小学校区の実践を踏まえ、幼保小連携のモデ
ルを作成する。(協議会 答申）
令和７年度以降
各小学校区において、架け橋期のカリキュラムを策定
し、評価・改善・発展しながら連携を継続する。

（１） 各年度における取組みの重点



＜小学校区＞
小学校や園を相互に参観したり、実習したりして、教育・保育の内容
や子供の実態を理解し、段階的に連携を深めていく。
＜協議会＞
幼保小連携に関わる各小学校・園への調査や、小学校区の連携の
実態を踏まえ、市における強みや課題を明らかにするとともに、幼保
小連携の方向性を示す。

議題１ 令和５年度以降の取組みについて

令和５年度
各小学校区において、お互いの教育・保育について
理解し、段階的に連携を深めていく。

（１） 各年度における取組みの重点



＜モデル小学校区＞
モデル小学校区の子供の実態や、教育・保育の実践を踏まえ、
架け橋期のカリキュラムを策定する。
＜協議会＞
モデル小学校区における実践を踏まえ、幼保小接続期プランを
策定する。また、各園における教育・保育の実践を踏まえ、幼児
教育推進プランを策定する。

議題１ 令和５年度以降の取組みについて
（１） 各年度における取組みの重点
令和６年度
モデル小学校区における実践を踏まえ、幼保小連携
のモデルを作成する。(協議会 答申）



＜小学校区＞
令和６年度までの実践を踏まえ、幼保小接続期プラン、幼児教育推
進プランを参考に、各小学校区における架け橋期のカリキュラムを
策定し、評価・改善・発展しながら連携を継続する。
＜市＞
協議会終了後も、幼保小接続期プラン、幼児教育推進プランを周知
する取組みを行う。

議題１ 令和５年度以降の取組みについて
（１） 各年度における取組みの重点
令和７年度以降
各小学校区において、架け橋期のカリキュラムを策定
し、評価・改善・発展しながら連携を継続する。



①市の取組み
〇幼保小連携推進協議会
市における幼保小連携のあり方や、幼児教育の
あり方について審議する。

議題１ 令和５年度以降の取組みについて
（２） 取組みの具体



①市の取組み
〇幼保小連携担当者会
各園・小学校の担当者で、研修を行ったり実践交
流を行ったりして、小学校区における取組みの方
向を共有する。

議題１ 令和５年度以降の取組みについて
（２） 取組みの具体

＜参加者＞

・各園・小学校から１名の連携担当者



①市の取組み
〇園実習（夏期休業）
各小学校の職員が、園で実習を行い幼児教育へ
の理解を深める。

議題１ 令和５年度以降の取組みについて
（２） 取組みの具体

＜参加者＞

・各小学校から１名～３名



②モデル小学校区の取組み
モデル小学校区では、「幼保小の架け橋プログラム
の実施に向けての手引き（初版）」を活用し、園・小
学校での実践を踏まえ、架け橋期のカリキュラム開
発を行う。

議題１ 令和５年度以降の取組みについて

（２） 取組みの具体

【参考】幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）＜R4.3.31 文部科学省＞



②モデル小学校区の取組み
〇モデル小学校区合同会議
小学校区における幼保小連携の計画を立てたり、
実践をもとに架け橋期のカリキュラムを開発したり
する。

議題１ 令和５年度以降の取組みについて

（２） 取組みの具体

＜参加者（案）＞
・園関係者 （管理職・連携担当者） ・学校関係者（管理職・連携担当者）
・学校教育課担当者 ・子育て・健幸課担当者



②モデル小学校区の取組み
〇園・小学校での実践
各園・小学校で、学びの連続性に配慮した実践を
行う。
〇協議会での報告
園・小学校での実践や、架け橋期のカリキュラム
開発の経過・結果について協議会で報告する。

議題１ 令和５年度以降の取組みについて

（２） 取組みの具体



③小学校区の取組み例
各小学校区が主体となり、段階的に実施する。

〇小学校参観・園参観
小学校や園を相互に参観して、教育・保育の内容
や子供の実態について理解を深める。
〇園児・児童の交流
園児・児童が交流し、園児が将来の自分を描いた
り、児童が成長を実感したりする。

議題１ 令和５年度以降の取組みについて

（２） 取組みの具体



③小学校区の取組み例
〇小学校区合同会議
小学校区における幼保小連携の計画を立てる。
また、子供の実態をもとに育成を目指す資質・
能力を明らかにする。
〇各園・小学校での実践
各園・小学校で学びの連続性に配慮した実践を
行う。

議題１ 令和５年度以降の取組みについて

（２） 取組みの具体



全体 市 モデル小学校区 各小学校区

R4年度

R5年度

R6年度

R7年度～

協議会（諮問）

R4調査

モデル小学校区合同会議

各小学校区において、段階
的に実施をする。
※令和６年度までに、小学
校参観、園参観、合同会議
を行う。

協議会

協議会（答申）

協議会

協議会

協議会

幼保小接続期プラン策定
幼児教育推進プラン策定

R５調査

R６調査

モデル小学校区決定

中間報告

最終報告

各園・学校で実践

各園・学校で実践

モデル小学校区 架け橋期のカリキュラム 策定

合同会議により、モデル小学校区 架け橋
期のカリキュラムの評価・改善・発展

各小学校区 架け橋期のカリキュラム 策定

令和７年度以降は、架け橋カリキュラムの
評価・改善・発展を繰り返していく。

令和７年度以降、担当者会を継続して、プ
ランの周知を行い、幼保小の連携を持続
していく。

議題１ 令和５年度以降の取組みについて

モデル小学校区合同会議

モデル小学校区合同会議

（資料２）参照



R５年度 市 モデル小学校区 各小学校区

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

モデル小学校区合同会議

校長会研修

園実習

担当者会

担当者会

各小学校区において、段階
的に実施をする。
※令和６年度までに、小学
校参観、園参観、合同会議
を行う。

モデル小学校区決定

協議会

R５調査

協議会

議題１ 令和５年度以降の取組みについて



R６年度 市 モデル小学校区 各小学校区

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

園実習

担当者会

担当者会

各小学校区において、段階
的に実施をする。
※令和６年度までに、小学
校参観、園参観、合同会議
を行う。

協議会

R６実態調査

幼保小接続期プラン 策定
幼児教育推進プラン 策定 協議会

モデル小学校区 架け橋カリキュラム 策定

各園・小学校で実践
※適宜、園参観、学校参観
を位置づけ子供の姿で
交流を行う。

各園・小学校で実践

モデル小学校区合同会議

モデル小学校区合同会議

議題１ 令和５年度以降の取組みについて

最終報告

中間報告



各小学校区における幼児教育と小学校教育の関係者が、
お互いの教育・保育の内容について、「幼児教育の終わり
までに育ってほしい姿」を手掛かりにして理解を深め、小
学校区の子供の実態をもとに育成を目指す資質・能力を
明らかにする。

議題２ 小学校区の連携について

（１） 連携の目的



各小学校区が、令和７年度に架け橋期のカリキュラム開
発に取り掛かることを考慮すると、令和６年度までに、小
学校区で育成を目指す資質・能力を明らかにする取組
みを行うことが求められる。

議題２ 小学校区の連携について

（２） 連携の時期



＜基本的な捉え方＞
令和７年度に各小学校
区において、架け橋期
のカリキュラムを開発す
る際の、基盤づくり
（フェーズ１）を行うと捉
える。

＜モデル小学校区＞
令和５年度中に検討・
開発（フェーズ２）へ移
行する。

【参考】幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）p.15＜R4.3.31 文部科学省＞

議題２ 小学校区の連携について

（3） 連携内容 （資料３）参照



・連携窓口（各園・小学
校の連携担当者）を
明確にする。

【参考】幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）p.47＜R4.3.31 文部科学省＞

＜例＞

議題２ 小学校区の連携について

（3） 連携内容 （資料４）参照



【参考】幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）p.48＜R4.3.31 文部科学省＞

・幼保小の先生が、気
軽に話し合えるような
機会を確保する。

・授業参観・保育参観、
先生の意見交換を行
う。

・園内研修・校内研修
等において、職員全員
で架け橋プログラムに
取り組む意義を共有
する。

議題２ 小学校区の連携について

＜例＞

（3） 連携内容 （資料5）参照



＜目的＞
幼保小の連携に関わる各学校・園へのアンケート
調査や、実態調査を継続的に行うことで、市の幼
保小の連携の進捗状況を把握し、評価の指標と
する。

議題３ 幼保小の連携に関わる各園・小学校への調査について

（１） 調査の目的・方法



<方法>
・各小学校・園への調査を依頼し、回答してもらう。
・毎年度１回調査を行い、事務局で取りまとめて
協議会に報告する。

＜予定時期＞
第１回調査（令和４年度分）…令和5年３月
第２回調査（令和５年度分）…令和５年１２月頃
第３回調査（令和６年度分）…令和６年１２月頃

議題３ 幼保小の連携に関わる各園・小学校への調査について

（１） 調査の目的・方法



＜全職員向け＞
Ｑ１～Q3 「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」について
Ｑ４～Q５ 小学校学習指導要領における３つの

「資質・能力」について
Ｑ６～Q10  園・小学校の職員の交流や研修について

議題３ 幼保小の連携に関わる各園・小学校への調査について

（２） アンケート調査 （資料6）参照



＜管理職向け＞
Ｑ11～Q14 接続を意識した指導計画やカリ

キュラムについて
Ｑ15            幼保小合同の研修について
Ｑ16～Q20 幼保小連携の現状について
Ｑ21 幼保小連携の分掌について

議題３ 幼保小の連携に関わる各園・小学校への調査について

（２） アンケート調査 （資料6）参照



①幼保小の連携に関わる取組みについて
＜形態＞
A：園児と児童の交流 B：職員同士の会議や合同研修
C：地域の行事等に参加 D：学校参観、園参観
E：小学校実習・園実習 Ｆ：その他

②幼保小の合同会議について

③今年度の成果と課題について

議題３ 幼保小の連携に関わる各園・小学校への調査について

（３） 実態調査 （資料７）参照


